
 

 

新型コロナウイルス感染症拡大による病院事業の減収に対する 

財政支援を求める意見書 

 

本年１月に国内初感染が確認された新型コロナウイルス感染症は、８月３日には新

規感染者数が１９９８人にも及び、現在も収束のめどが立っていない。 

新型コロナウイルス感染に伴う病床確保や受診抑制で医療機関は大幅な減収とな

り、地域医療を担う医療機関は感染・拡大防止に向けての最大限の対応を行っている

が、経費の増加や人との接触を避けようとする患者の減少により、経営状況が悪化し

ている。 

感染の収束時期が見通せない中、持続的な財政支援がない限り経営の安定化は望め

ず、看護職をはじめとする医療従事者の処遇悪化が懸念され、地域の医療崩壊が危惧

される。 

地域医療を守るためには、国でのコロナ禍における病院の収入減を補填することが

必要である。 

以上のことを踏まえ、下記について強く求める。 

  

記 

 

新型コロナウイルス感染症拡大により地域医療機関が経営破綻を起こさないよう、

医療機関の収入減に対し、財政支援をおこなうこと。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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